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令和５年度 大崎上島町年間監査計画

この監査計画は、大崎上島町監査基準（平成１５年大崎上島町監査

委員告示第１号。以下「監査基準」という。）第２３条第１項の規定

に基づき、監査基準第１条に掲げる監査等を効率的かつ効果的に実

施するため、必要な事項を定める。

１ 監査等年間計画

令和５年度の年間監査計画は、別紙のとおりとする。

２ 監査等の種類及び主眼

（１）定期監査

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

１９９条第４項の規定により、町の財務に関する事務の執行が適

正かつ効率的に行われているか、町の経営に係る事業の管理が合

理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

（２）工事監査（定期監査）

  法第１９９条第４項の規定により、町の事務事業の執行に係る

工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか、

また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施

する。

（３）例月現金出納検査

法第２３５条の２第１項の規定により、会計管理者及び企業管

理者等の保管する現金（歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、

基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。）の在高及び出納

関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務

が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。



（４）決算審査等

ア 決算審査

法第２３３条第２項又は地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第３０条第２項の規定により、決算その他関係諸表等の

計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が

適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

イ 基金運用状況審査

   法第２４１条第５項の規定により、基金の運用状況を示す書

類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ

効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

ウ 健全化判断比率・資金不足比率審査

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律

第９４号。以下「健全化法」という。）第３条第１項の規定によ

り、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類及び健全化法第２２条第１項の規定により、資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査する。

（５）その他の監査等（テーマ監査・行政監査等）

監査委員が、必要があると認めるとき、適時に実施する。



別紙

例月出納検査
実施予定日

４月 2０日（木）

５月 2２日（月）

６月
工事監査
【監 査 対 象 建設課：町道明石原田線改良工事 2９日 (木 ) 20 日（火）

７月 2０日（木）

決算審査・基金運用状況審査
【令 和４年度一般 、特 別 、水 道 事業会計 】

健全化判断比率 ・資金不足比率審査

【総務課】

９月 ２２日（金)

10 月 ２７日（金）

定期監査
【全課対象】

12 月 ２１日（木）

1 月 ２２日（月）

２月 ２０日（火）

３月 ２１日（木）

８月 21 日（月）

11 月 ２０日（月）

令和５年度 監査年間計画表

監査・審査
実施予定日

１日(火 )～８日 (火 )

６日 (月 )～1４(火 )

2１日 (月 )

大崎上島 トンネル附 属 物（照明設備）更新工事 】


